
議案第 57号 

帯広市恩給条例の一部を改正する条例等の一部改正について 

帯広市恩給条例の一部を改正する条例等の一部を次のように改正する。 

令和８年６月 11 日提出 

帯広市長 上 野 庸 介 

帯広市恩給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例 

（帯広市恩給条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第１条 帯広市恩給条例の一部を改正する条例（昭和41年条例第35号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第４項中「令和７年４月分」を「令和８年４月分」に改め、同項別表中

「1,185,900円」を「1,208,600円」に、「889,400円」を「906,400円」に、「711,500

円」を「 725,100円」に、「 595,100円」を「 606,500円」に、「 829,200円」を

「845,100円」に、「621,900円」を「633,800円」に、「497,500円」を「507,000円」

に、「423,800円」を「431,900円」に改める。 

附則第６項中「令和７年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。 

（帯広市恩給条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 帯広市恩給条例等の一部を改正する条例（昭和51年条例第48号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第８項第１号中「279,100円」を「284,400円」に改め、同項第２号中「159,400

円」を「162,400円」に改め、同項第３号中「159,000円」を「162,000円」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の帯広市恩給条例の一

部を改正する条例の規定及び第２条の規定による改正後の帯広市恩給条例等の一部を

改正する条例の規定は、令和８年４月１日から適用する。 

 （恩給年額の改定） 

２ 吏員に給する退隠料又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、令和８年４月

分以降、これらの年額をこれらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ

対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の

帯広市恩給条例（以下「改正後の条例」という。）の規定によって算出して得た年額

（50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるとき

はこれを100円に切り上げる。）に改定する。 



（扶助料に関する経過措置） 

３ 帯広市恩給条例等の一部を改正する条例（昭和51年条例第48号。以下「条例第48号」

という。）附則第８項の規定による年額の加算された扶助料については、令和８年４

月分以降、その加算の年額を改正後の条例第48号附則第８項に規定する年額に改定す

る。 

（職権改定） 

４ この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。 

附則別表（附則第２項関係） 

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 仮定給料年額 

1,200,900円 1,223,800円 

1,254,100円 1,278,100円 

1,308,800円 1,333,800円 

1,362,900円 1,388,900円 

1,418,300円 1,445,400円 

1,452,600円 1,480,400円 

1,487,100円 1,515,500円 

1,526,100円 1,555,300円 

1,581,800円 1,612,000円 

1,629,800円 1,660,900円 

1,674,600円 1,706,600円 

1,728,600円 1,761,600円 

1,783,100円 1,817,200円 

1,842,500円 1,877,700円 

1,902,600円 1,939,000円 

1,977,500円 2,015,200円 

2,024,800円 2,063,500円 

2,085,600円 2,125,500円 

2,145,000円 2,186,000円 

2,262,600円 2,305,800円 

2,294,200円 2,338,000円 

2,384,900円 2,430,400円 



2,505,300円 2,553,100円 

2,638,400円 2,688,800円 

2,706,400円 2,758,100円 

2,771,200円 2,824,100円 

2,863,800円 2,918,500円 

2,918,300円 2,974,000円 

3,076,100円 3,134,800円 

3,154,500円 3,214,800円 

3,236,200円 3,298,000円 

3,393,700円 3,458,600円 

3,552,500円 3,620,300円 

3,593,900円 3,662,600円 

3,725,100円 3,796,300円 

3,911,300円 3,986,000円 

4,095,800円 4,174,000円 

4,209,600円 4,290,000円 

4,320,700円 4,403,200円 

4,546,100円 4,632,900円 

4,766,800円 4,857,800円 

4,810,100円 4,902,000円 

4,981,600円 5,076,800円 

5,197,900円 5,297,200円 

5,413,100円 5,516,500円 

5,626,800円 5,734,300円 

5,761,700円 5,871,800円 

5,905,500円 6,018,300円 

6,182,400円 6,300,500円 

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が6,182,400円を超える場合において

は、当該給料年額を、仮定給料年額とする。 

（説 明） 

 国の恩給年額の引上げ改定に準じ、恩給年額を改定するため、条例の一部を改正しよう

とするものである。 


